
 

離職者等再就職訓練仕様書（知識習得コース） 新旧対照表 

新 旧 

(R7-1)離職者等再就職訓練仕様書 知識等習得コース 

 

１ （略） 

 

２ （略） 

 

３ （略） 

 

４ （略） 

 

５ （略） 

 

６ （略） 

 

７ 受託業務に係る経費等 ※別添 1-1 委託費の支払の基本的な考

え方参照 

  受託業務に要する経費については、委託費として受注者へ支払
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１ （略） 

 

２ （略） 

 

３ （略） 

 

４ （略） 

 

５ （略） 

 

６ （略） 

 

７ 受託業務に係る経費等 ※別添 1-1 委託費の支払の基本的な考

え方参照 

  受託業務に要する経費については、委託費として受注者へ支払



 

うものとする。具体的には、訓練の実施に必要な経費（以下「訓練実

施経費」という。）、就職支援の実施に係る経費（以下「就職支援経

費」という。）とする。 

（１）訓練実施経費 

   訓練実施経費は、職業訓練の実施に当たり直接的に必要とな

る経費の他、５に示す業務に必要な個々の経費の積み上げによ

る実費とする。 

  ア 月額単価 

    訓練実施経費の額は、訓練受講者１人当たり１月（訓練開

始日又はそれに応当する日を起算日とし、翌月の応当する日

の前日までの区切られた各期間、以下「算定基礎月」という。）

５０，０００円（外税）を上限に支払うものとする。１月の訓

練設定時間数が１００時間未満の期間は、１月当たりの月額

単価を訓練設定時間の割合で按分（月額単価×訓練設定時間

数÷１００）した金額とする。ただし、祝日、お盆等に係る夏

季の休校日及び年末年始の休校日が該当することにより１０

０時間未満となる場合を除く。（削除）          

                      

   （例）訓練期間が１１月５日から２月４日の場合 

       ・応当する日…１２月５日、１月５日 

       ・算定基礎月…１か月目→１１月５日から１２月４

日 

              ２か月目→１２月５日から１月４日 

うものとする。具体的には、訓練の実施に必要な経費（以下「訓練実

施経費」という。）、就職支援の実施に係る経費（以下「就職支援経
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る経費の他、５に示す業務に必要な個々の経費の積み上げによ

る実費とする。 

  ア 月額単価 

    訓練実施経費の額は、訓練受講者１人当たり１月（訓練開

始日又はそれに応当する日を起算日とし、翌月の応当する日

の前日までの区切られた各期間、以下「算定基礎月」という。）

５０，０００円（外税）を上限に支払うものとする。１月の訓

練設定時間数が１００時間未満の期間は、１月当たりの月額

単価を訓練設定時間の割合で按分（月額単価×訓練設定時間

数÷１００）した金額とする。ただし、祝日、お盆等に係る夏

季の休校日及び年末年始の休校日が該当することにより１０

０時間未満となる場合は、総訓練設定時間の月平均が１００

時間以上であれば、按分計算する必要はない。 

   （例）訓練期間が１１月５日から２月４日の場合 

       ・応当する日…１２月５日、１月５日 

       ・算定基礎月…１か月目→１１月５日から１２月４
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              ２か月目→１２月５日から１月４日 



 

              ３か月目→１月５日から２月４日 

     ※ 訓練すべき日数（算定基礎日数）とは、上記各期間に

おける総日数から日曜日、祝日及び受注者が定める休

日を差し引いた日数をいう。 

  イ （略） 

（２）就職支援経費 

   就職支援経費の単価は、訓練受講者全員を就職させるため必

必要な就職支援の実施に係る経費相当額として、次に定める額

とする。 

  ア 支払単価 

    支払単価は、ウにより算出する「就職支援経費就職率」に応

じ、それぞれ以下に定める１人１月当たりの単価とする。た

だし、対象月のうち、「支払対象月」に該当しない月がある者

については、当該月を対象月数から除くこととする。 

   ① 就職支援経費就職率８０％以上の場合       ２

０，０００円（外税） 

   ② 就職支援経費就職率６０％以上 ８０％未満の場合  １

０，０００円（外税） 

   ③ 就職支援経費就職率６０％未満の場合         支

給しない 

    算定基礎月のうち、１月当たりの訓練設定時間が１００時

間未満の期間にあっては、１月当たりの月額単価を訓練設定

時間の割合で按分（月額単価×訓練設定時間÷１００）した
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じ、それぞれ以下に定める１人１月当たりの単価とする。た

だし、対象月のうち、「支払対象月」に該当しない月がある者
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時間の割合で按分（月額単価×訓練設定時間÷１００）した



 

金額とする。ただし、祝日、お盆等に係る夏季の休校日、及び

年末年始の休校日が該当することにより１００時間未満とな

る場合を除く。（削除）                  

               

  イ （略） 

  ウ （略） 

（３） （略） 

（４） （略） 

（５） （略） 

 

８ （略） 

 

金額とする。ただし、祝日、お盆等に係る夏季の休校日、及び

年末年始の休校日が該当することにより１００時間未満とな

る場合は、総訓練設定時間の月平均が１００時間以上であれ

ば、按分計算する必要はない。 

  イ （略） 

  ウ （略） 

（３） （略） 

（４） （略） 

（５） （略） 

 

８ （略） 

 

 


